
令和６年第３回教育委員会定例会議事日程 

 

 

１ 日 時 

令和６年３月１日（金） 午前９時３０分から 

 

２ 場 所 

ふれあいセンター ３階 第四学習室 

 

３ 議 事  

第１  会議録確認委員の決定 

第２  第１１号議案 在日外国人教育基本方針の改正について 

第３  第１２号議案 島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運 

営に関する基準を定める条例の一部改正について 

第４  第１３号議案 島本町スポーツ推進委員の委嘱について 

第５  第１４号議案 教職員（一般職）人事について 



 



第１１号 議案  

 

在日外国 人教育 基本方針 の改正 について  

 

 教育長 に対す る 事務委 任規 則 （昭和３ ４ 年島 本町教育 委員会 規

則第１号 ）第 １ 条 第１項第 １号の 規定 に基 づき 、議 決を求め ます 。  

 

令和  ６  年  ３  月  １  日 提出  

 

島本町教 育委員 会  

教育長   中  村  り  か  
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多文化共生の教育をめざして（案） 

 

平成４(1992)年５月制定 

令和６(2024)年４月改正 

 

１ はじめに 

  島本町の教育は、日本国憲法及び教育基本法をはじめとする教育関係諸法と

世界人権宣言及び国際人権規約等に基づき、すべての人間の基本的人権を尊重

し、あらゆる差別をなくす教育を推進し、差別を許さない子どもの育成及び人

権教育の推進に努めてきました。 

  しかしながら、未だに外国人に対する民族的偏見や差別意識が存在し、子ど

もたちの人権を侵す差別事象や自由な進路選択を阻む排外的な事象、社会の変

化による新たな人権問題も生まれています。 

これらの問題を解消するために、国においても、持続的可能な開発目標

（SDGs）実施指針が策定され、「誰一人取り残さない」という人権尊重に向け

た取組の重要性が示されました。 

本町においても、すべての子どもたちに対し、お互いの違いを認め合うとい

う人権意識に基づいた国際理解の態度の育成をめざすとともに、共に生きる社

会を築くための多文化共生の教育を推進していく必要があります。 

以上の認識に立ち、次の基本方針に基づく教育を推進してまいります。 

 

２ 基本方針 

⑴ すべての子どもたちに、外国籍又は外国にルーツを持つ子どもたちに係る

歴史的経緯や社会的背景を正しく認識させるとともに、民族的偏見や差別的

意識の解消に努めます。 

⑵ すべての子どもたちに、異文化についての理解や尊重を促進するための教

育及び啓発の取組を推進し、外国籍又は外国にルーツを持つ子どもたちが自

らのアイデンティティを肯定的に受けとめるとともに、本名を使用できるよ

うな環境づくりに努めます。 

⑶ 外国籍又は外国にルーツを持つ子どもたちが、自ら主体的に将来の進路を

選択し、自己実現し得るように、関係諸機関との連携を密にし、適切な進路

指導・キャリア教育の取組促進に努めます。 

⑷ 日本語指導が必要な子どもたちについては、関係諸機関と連携し、日本語

及び教科指導等の充実を図るなど、必要な支援やサポート体制の整備に努め
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ます。 

⑸ 外国籍又は外国にルーツを持つ子どもたちに対する教育の充実を図るため

に、教職員研修の充実に努めます。 

⑹ すべての子どもたちが、地域社会に参画し共生することができるように、

保護者及び地域住民の理解と協力を求められるよう、関係諸機関と連携して

啓発活動に努めます。 

 

３ 行動計画 

 ⑴ 子どもたちの実態の把握に努め、本名の使用ができるように配慮します。 

 ⑵ 外国籍又は外国にルーツを持つ子どもたちのための教育内容・授業実践の 

充実を図ります。 

 ⑶ 外国籍又は外国にルーツを持つ子どもたちのために、交流や学習ができる

場の設定に取り組みます。 

 ⑷ 外国籍又は外国にルーツを持つ子どもたちを支える集団づくりを目指しま 

す。 

 ⑸ 外国籍又は外国にルーツを持つ子どもたちの進路指導の充実を図るために、 

多言語進路学校生活サポートガイダンス等の情報提供を行います。 

 ⑹ 教職員のための学習会、実践交流会等の充実を図ります。 

 ⑺ 日本語指導が必要な子どもや保護者に対して、コミュニケーションが円滑 

に進むように、必要に応じて通訳等の支援を行います。 

 ⑻ 島本町在日外国人教育研究協議会を中心に、大阪府や三島地区の諸組織と 

連携し、教職員研修や研究会に参加します。 

 ⑼ 本町の外国人教育について、広報・啓発活動に努めます。 
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在日外国人教育基本方針 

―主として、韓国・朝鮮人児童生徒の教育― 

 

 すべての人間は、等しく基本的人権が尊重され、人権、人種、性別、社会的身分等により、政治的、

経済的又は社会的関係において、いかなる差別も受けることがあってはならない。それは、日本国憲法

の精神にも明らかである。また、昭和 23年（1948年）国連によって採択された世界人権宣言にも、「何

人も、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、門

地または他の地位というようないかなる種類の差別を受けることなしに、この宣言に掲げられているす

べての権利と自由を享有する権利を有する。」（第 2 条）、「すべて人は、法の下において平等であり、ま

た、いかなる差別のなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。」（第 7条）、とあり基本的人権を基調

とした一切の差別撤廃と法の下の平等が宣言されている。 

 昭和 54年（1979年）、我が国は世界人権宣言に基づいた国際人権規約を批准したが、これによって、

人権保障、人権尊重の理念の基づき、教育についてすべての者の権利を認め、諸国民及び諸民族間の理

解と友好の促進に教育の果たすべき役割が強調されている。 

 本町においては、従来から憲法及び教育基本法等に基づき、すべての人間の基本的人権を尊重し、あ

らゆる差別をなくす教育の推進に努め、差別を許さない児童生徒の育成に努めてきたところである。 

 しかしながら、今日の日本の社会には、いまだに民族的偏見や差別意識が存在する。それは、かつて

の日本と朝鮮半島をめぐる植民地政策や同化政策等により推し進められた国家政策の結果が大きな原因

であると考えられる。 

 本町に居住している在日外国人韓国・朝鮮人のほとんどが戦前・戦中における政策によって、強制連

行されたり移住を余儀なくされた人、さらに独立後の祖国に生活基盤が得られないため引き続き日本に

在住せざるを得なかった人とその子孫であると考えられる。したがって、在日韓国・朝鮮人問題はこう

した歴史的背景を無視して考えることができないものである。 

 以上の観点から、在日外国人教育を推進するに当たっては、在日外国人のうちそのほとんどが韓国・

朝鮮人の児童生徒であり、その大半が日本の学校に日本名で通学し、我が国の文化や歴史を学習してい

る現状を正しく受け止める必要がある。そして、すべての児童生徒に在日韓国・朝鮮人問題に関して正

しく認識させ、在日韓国・朝鮮人児童生徒に民族的自覚や誇りを持たせるとともに、主体的に生きる力

を身に付けさせ、本名を名のり、呼ぶことができるような教育の営みが求められている。 

 そのためには、人権尊重を基盤とした教育が推進されているかを常に問い直し、日常的な取り組みに

よって児童生徒を真に民主的で国際感覚豊かな、そして連帯感あふれる人間に育成するよう努めること

が大切である。 

 以上の認識に立って、次の諸事項を在日外国人教育の基本方針とする。 

(1) 在日外国人とりわけ韓国・朝鮮人児童生徒が民族的自覚と誇りを持ち、主体的に生きる力が身に付

くよう指導に努める。 

(2) すべての児童生徒に在日韓国・朝鮮人問題を正しく認識させ、少数の韓国・朝鮮人児童生徒を支え

る集団づくりに努める。 

(3) 在日外国人児童生徒が主体的に進路を選択し、自己実現を図ることができるよう関係諸機関と連携

を密にし、適切な指導に努める。 

(4) 在日外国人教育の充実を図るため、教職員研修に努める。 

(5) 関係部局とも連携し、職員研修を行うとともに、広く町民に対し啓発運動に努める。 

平成 4年 5月制定 
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第１２号 議案  

 

島本町特 定教育 ・保育施 設及び 特定地域 型保育 事  

業の運営 に関す る基準を 定める 条例の一 部改正 に  

ついて  

 

 教育長 に対す る 事務委 任規 則 （昭和３ ４ 年島 本町教育 委員会 規

則第１号 ）第 １ 条第１項 第１３ 号の規定 に基づ き 、議決 を求め ま

す。  

 

令和  ６  年  ３  月  １  日 提出  

 

島本町教 育委員 会  

教育長   中  村  り  か  
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島本町条例第   号  

 

島本町特定教育・保育施設及 び特定地域型保育事業 の運営

に関する 基準を定める条例 の一部を改正する 条例  

 

島本町特定教育・保育施設及 び 特定地域型保育事業 の運営に 関

する基準を定める 条例（平成２６年島本町条例第２３号） の一部

を次のように改正 する。  

第２４ 条 の 見出 しを「 （掲 示等 ） 」に 改め 、同 条中 「 を掲 示 し

なければ なら な い」を「 を 掲 示 するとと もに 、 電気通信 回線 に 接

続して行 う自 動 公衆送信 （公 衆 によって 直接 受 信 される こと を 目

的として 公衆 か らの 求め に応 じ 自動的 に 送信 を 行うこと をい い、

放送又は 有線 放 送 に該当 する も のを 除く 。） に より 公衆 の閲 覧 に

供しなければならない」に 改める。  

第５４ 条第 ２項 第２号 中「 磁気 ディス ク、 シー ・ディ ー・ ロム

その他こ れら に 準ずる方 法に よ り 一定の 事項 を 確実 に記 録し てお

くことが でき る 物」を「 電磁 的 記録媒体 （電 磁 的記録 に 係る 記 録

媒体をいう。）」に 改める。  

 附  則  

この条例は、 公布の日から施行 する。ただし、第２４条 の改正

規定は、令和６年４月１日 から施行 する。  
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第１２号議案資料  

 

島本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す  

る基準を定める条例の一部改正について  

 

１  提案理由  

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援

施設等の運営に関する基準（国基準）の一部改正に伴い、所要の改正を行うも

の。  

 

２  議案の概要  

⑴  施設の重要事項に関する周知について、書面掲示に加え、インターネッ

トを利用して公衆の閲覧に供することを義務付けるよう所要の改正を行

うもの（第２４条関係）。  

⑵  特定の記録媒体での提出等を求める規定について、新たな情報通信技術

の導入及び活用に円滑に対応するため、媒体の種類を示さないよう所要の

改正を行うもの（第５４条関係）。  

 

３  新旧対照表  

 

４  施行期日  

  公布の日（ただし、２⑴については令和６年４月１日）  
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」
と

い
う
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
教
育
・

保
育
施
設
等

は
、
当
該
書
面
等

を
交
付
又
は
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

 

（
１
）

 
略
 

（
１
）

 
略
 

（
２
）

 
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録

に
係

る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
を

も
っ

て
調

製
す

る
フ
ァ
イ

ル
に
記
載
事
項

を
記
録
し
た
も
の
を

交
付

す
る
方
法
 

（
２
）
 
磁
気
デ

ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム

そ
の
他
こ
れ
ら
に

準
ず
る
方
法
に

よ
り

一
定

の
事

項
を

確
実

に
記

録
し

て
お

く
こ

と
が

で
き

る
物

を
も

っ
て

調
製

す

る
フ
ァ
イ
ル

に
記
載
事
項

を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法
 

３
～
６

 
略

 
３
～
６

 
略
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第１ ３号 議案  

 

島本町ス ポーツ 推進委員 の委嘱 について  

 

 教育長 に対す る事務 委 任規則 （昭和３ ４ 年島 本町教育 委員会 規

則第１号 ）第 １ 条第１項 第１５ 号の規定 に基づ き、議決 を求め ま

す。  

 

令和  ６  年  ３  月  １  日 提出  

 

島本町教 育委員 会  

教育長   中  村  り  か  
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（
任

期
：
令

和
６

年
４

月
１

日
～

令
和

８
年

３
月

３
１

日
）

氏
　

  
　

名
住

　
　

　
　

　
所

就
任

年
月

日

た
ば

た
か

な
え

田
畑

佳
苗

か
し

わ
な

み
ね

柏
凪

音

つ
や

ま
さ

え
り

津
山

紗
江

里

こ
や

ま
た

み
お

小
山

民
夫

お
か

だ
れ

い
じ

ろ
う

岡
田

礼
二

郎

な
か

の
あ

き

仲
野

菊

く
ぼ

た
こ

う
じ

久
保

田
航

史

つ
じ

て
る

つ
ぐ

辻
輝

次

よ
こ

や
ま

た
か

ゆ
き

横
山

貴
之

が
新

規
委

員
令

和
６

年
４

月
1
日

現
在

島
　

本
　

町
　

ス
　

ポ
　

ー
　

ツ
　

推
　

進
　

委
　

員
　

名
　

簿
　

1

島
本

町
若

山
台

二
丁

目

島
本

町
若

山
台

一
丁

目

1
0

島
本

町
広

瀬
四

丁
目

島
本

町
広

瀬
五

丁
目

6 97

ア
ン

デ
ル

セ
ン

ピ
ー

タ
ー

8

島
本

町
水

無
瀬

一
丁

目

平
成

2
6
年

9
月

1
日

令
和

3
年

9
月

1
日

令
和

3
年

9
月

1
日

4 5

令
和

6
年

4
月

1
日

令
和

6
年

4
月

1
日

島
本

町
東

大
寺

三
丁

目

令
和

5
年

1
0
月

1
日

令
和

5
年

1
0
月

1
日

島
本

町
江

川
二

丁
目

島
本

町
桜

井
五

丁
目

島
本

町
若

山
台

一
丁

目

令
和

5
年

1
0
月

1
日

令
和

5
年

1
0
月

1
日

令
和

5
年

1
0
月

1
日

2

島
本

町
江

川
二

丁
目

3

（
案
）
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第１ ４号 議案  

 

教職員（ 一般職 ）人事に ついて  

 

 教育長 に対す る事 務委 任規則 （昭和３ ４ 年島 本町教育 委員会 規

則第１号 ）第 １ 条 第１項第 ９号の 規定に基 づき、議 決を求め ます 。  

 

令和  ６  年  ３  月  １  日 提出  

 

島本町教 育委員 会  

教育長   中  村  り  か  
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